
 

   

 

 

 

 

 

 

 

                       

                       

                                        

                                           

                                                         

                                                  

                                               

                                              

                                              

                                           

                                             

                                           

   

   

 

 

空巣    １件  出店荒し   ０件 

自動車盗  ０件  自転車盗  ７件 

部品ねらい ３件  万引き   ２件  

人身事故  ３件  物件事故 ２５件 

 

働く資格の無い外国人を雇用したり、斡旋し

た事業主は、出入国管理及び難民認定法の不

法就労助長罪として処罰の対象となります。 

 

                   

＜申請場所＞ 

〇即日交付 

・運転免許センター 

 午前９時 00分～午前 11時 00分 

 午後１時 00分～午後４時 15分 

・再交付・国外運転免許センター 

 午前９時 00分～午前 11時 30分 

 午後１時 00分～午後４時 15分 

〇後日交付 

 各警察署（鴻巣警察署を除く）  

 の運転免許窓口 

 午前９時 00分～午前 11時 30分 

 午後１時 00分～午後４時 15分 

※詳細は埼玉県警察ホームページを

ご覧ください 

  

 

 


